
 
 

 
 

 
 

  
                                                          
                                       

                                      
 

 

 

 

大阪府初！貝塚市と貝塚警察署による 

「空き家等対策に関する協定」の締結について 
 

 

貝塚市と貝塚警察署は、空き家の適正管理の推進と、空き家等に起因する

事件・事故の未然防止や対応等を円滑に遂行することを目的に、大阪府内で

は初となる「空き家等対策に関する協定」を締結します。 

この協定の締結により、空き家所有者等情報の照会手続を大幅に簡略化で

き、これまでと比較して格段に情報共有の迅速化を図ることができるように

なります。貝塚市と貝塚警察署は、相互に密接な連携のもと、安全で安心な

住環境の実現と貝塚市の空き家等対策の総合的な推進により一層取り組んで

まいります。 

つきましては、下記のとおり協定締結式を執り行いますので、取材くださ

いますようよろしくお願いします。 
 

 

記 

 

 

日 時 ： 11 月 18 日（火） 午後３時から 

場 所 ： 貝塚市役所 本館３階 公房会議室Ａ 

出席者 ： 貝塚警察署 署長 高橋 拓雄 

貝塚市   市長 酒井 了  他 

 
ご出席される場合、11月 14日（金）午後５時までにお電話でご連絡ください。 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
報 道 提 供 資 料 

 

令和７年 11月 11日 

問合せ先  貝塚市 都市整備部 まちづくり課 

        ℡ 072-433-7285 

担当：堀川・西嶋 

貝塚警察署 生活安全課 

        ℡ 072-431-1234 

担当：赤瀬・玉乃井 

 

貝塚市 
総合政策部 魅力づくり推進課                                          
広報・シティプロモーション担当 
藤木・遠藤 
TEL:072－433－7059 
FAX:072－433－7233 
 


